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①福岡市水道局ホームページにアクセスし

①

をクリック



指定給水装置工事事業者 廃止 休止 再開 届出書（様式８）

②Googleアカウント・LINE
アカウント・Grafferアカウント
でログインして申請に進む場合は

③任意のメールアドレスを登録し
認証して申請に進む場合は

をクリック

をクリック

※ログインしていただくと、申請の
一時保存ができるようになります。

②

③
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②《ログインして申請に進む》は、
Googole か LINE もしくは
Grafferアカウントでログインして
申請に進む

③《メールを認証して申請に進
む》は、申請に利用するメールア
ドレスを入力し、確認メールを送
信を押下すると、認証確認メール
が届くので、認証を完了し申請に
進む

《ログイン方法がわからない場合
は、ログイン方法について教えて
ください》をクリックすれば説明
ページに移動しますので、確認し
てください。
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④利用規約を一読いただき、利用
規約に同意するのチェックボック
スにチェックを入れる

⑤《申請に進む》をクリック

④

⑤
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⑥申請者の情報を入力し

※必須項目は入力しないと次へ進めません

をクリック

申請者の種別で、個人もしくは法人を
選択すると入力項目が表示されます。

⑥
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⑥申請者の情報を入力し

※必須項目は入力しないと次へ進めません

をクリック

申請者の種別で、個人もしくは法人を
選択すると入力項目が表示されます。

⑥

【入力例です。】
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⑦指定給水装置工事事業者の情報を入力し
てください。

※必須項目は入力しないと次へ進めません

をクリック

⑦
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⑦指定給水装置工事事業者の情報を入力し
てください。

※必須項目は入力しないと次へ進めません

をクリック

⑦

【入力例です。】
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⑧該当する届出の内容をチェックしてくだ
さい。

届出の内容（廃止・休止・再開）をした、
もしくは予定の年月日を入力してください。
直接入力（西暦のみ）かカレンダーのアイ
コンより入力できます。

※必須項目は入力しないと次へ進めません

届出の内容（廃止・休止・再開）を行う理
由を入力してください。

⑧

をクリック
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⑧該当する届出の内容をチェックしてくだ
さい。

届出の内容（廃止・休止・再開）をした、
もしくは予定の年月日を入力してください。
直接入力（西暦のみ）かカレンダーのアイ
コンより入力できます。

※必須項目は入力しないと次へ進めません

届出の内容（廃止・休止・再開）を行う理
由を入力してください。

⑧

をクリック

【入力例です。】
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⑨添付が必要な書類と申請手続きが必要な内容の確認、
チェックをしてください。

【廃止・休止】
事業の廃止及び休止を行う場合は、水道局より事業者証

の交付（申請が必要）を受けている事業者は、水道局へ返
納する必要がありますので、郵送してください。
紛失した場合は紛失届（任意様式）の提出が必要です。

あわせて、給水装置工事主任技術者の解任届（様式３）の
申請が必要です。

※必須項目は入力しないと次へ進めません
をクリック ⑨

添付書類と申請手続きの確認、チェックが終わりましたら、

【再開】
事業の再開を行う場合は、指定事項（住所や役員等）に

変更がないか確認のうえ、変更があれば給水装置工事事業
者指定事項変更届出書（様式７）の申請が必要です。

あわせて、給水装置工事主任技術者の選任届（様式３）の
申請が必要です。
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⑨添付が必要な書類と申請手続きが必要な内容の確認、
チェックをしてください。

【廃止・休止】
事業の廃止及び休止を行う場合は、水道局より事業者証

の交付（申請が必要）を受けている事業者は、水道局へ返
納する必要がありますので、郵送してください。
紛失した場合は紛失届（任意様式）の提出が必要です。

あわせて、給水装置工事主任技術者の解任届（様式３）の
申請が必要です。

※必須項目は入力しないと次へ進めません
をクリック ⑨

添付書類と申請手続きの確認、チェックが終わりましたら、

【再開】
事業の再開を行う場合は、指定事項（住所や役員等）に

変更がないか確認のうえ、変更があれば給水装置工事事業
者指定事項変更届出書（様式７）の申請が必要です。

あわせて、給水装置工事主任技術者の選任届（様式３）の
申請が必要です。

【入力例です。】
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⑩申請内容を確認し、間違いがな
ければ、

間違いがある場合は を
クリックし、修正した後

をクリック

をクリック

申請が完了し、登録したメールア
ドレスに申請受け付けのお知らせ
が届きます。

⑩
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電子申請が完了しましたら、
下記のアンケートのお願いに移動します。
よろしければ、アンケートにご協力お願いします。
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電子申請が完了すると、
右記の申請受付の通知メール
が届きます。

節水推進課にて申請の手
続きが完了すると、右記
の処理完了の通知メール
が届きます。
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